
 

令和６年度 

 

通 常 総 会 議 案 
 

 

 

～安心して楽しく暮らせる 

 

まちづくりを目指して～ 

  

 

 

日 時 ： 令和６年５月１２日（日） 

午後２時～ 

会 場 ： 秋田市上北手「遊学舎」 

 

 

 

ＮＰＯ法人 

住まい安心サポート秋田 
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ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田 

令和６年度 通常総会 次第 

 

１．開 会 

 

２．総会成立宣言 

 

３．理事長あいさつ 

 

４．来賓ごあいさつ  ＮＰＯ法人あきたパートナーシップ（「遊学舎」管理団体） 

理事長 畠山 順子 様 

 

５．議長選出 

  （定款第２５条）  

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 

 ６．議事録署名人の選任 

   （定款第２９条） 

     総会の議事については、議事録を作成しなければならない 

     会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければ 

ならない。 

 

７．議 事   

 

第１号議案  令和５年度事業報告について 

              

       第２号議案  令和５年度決算報告について 

               （監 査 報 告） 

 

       第３号議案  令和６年度事業計画（案）について 

 

       第４号議案   令和６年度活動予算（案）について 

 

 ８．閉 会 
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第１号議案 令和５年度事業報告について 

令和５年度事業報告 

 

 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 

ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田 

 

１ 事業の成果 

（１）「秋田市空き家等対策計画（素案）」へ意見・要望書を提出した。 

（２）秋田市豪雨災害の「被害者空き家相談窓口」を設置した。 

（３）空き家利活用等に関する１０件の各種相談を受けた。（累計２２４件） 

（４）秋田県ＮＰＯ団体「お薦め・利用したいランキング」で第１位を獲得した。（なび秋田） 

（５）「あきた防災ガイドブック２０２３」を発行した。 

（６）県・市主催等による各種行事に参画し、組織や活動内容を紹介した。 

（７）以下の事業を実施した。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額 

（単位：円） 

① 居住者への住

まい安心サポ

ート事業                 

 

ｱ 居住者、所有者等からの 

建物利活用・見守りから、

介護、相続、税金などの  

相談を総合的に受付ける。 

（相談は無料、内容により 

  専門家によるサポート）） 

 

 

ｲ 居住者（施設入居者含む）

と別居家族とのコミュニケ

ーションを図るため、ＩＴ

活用により、顔の見えるＴ

Ｖ会話等のシステムを提案

し導入を図る。 

 

(A)随時実施 

(B)本法人事務所 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)画面で会話デモ      

コーナーを常設     

(C)役職員１９名 

協賛ＩＴ企業等 

  

 

(D)秋田市民 

(E)相談件数 

    １０件 

 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)実施件数 

   ０件 

 

      ０ 
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② 空き家所有者

への建物管

理、利活用サ

ポート事業          

 

 

 

 

 

ｱ 地域自治会等と連携し、住

まい安心見守り隊による 

 空き家の現況調査を実施 

する。 

 

 

ｲ ホームページ等を活用し、

空き家所有者からの、建物

利活用や、相続、税金等の

相談受付を行うとともに、

住まい安心見守り隊による

空き家の建物見守りサービ

スを行う。 

（相談は無料、内容により専 

門家によるサポート） 

（空き家見守りサービス業務 

は、見守り隊への実費弁償） 

（特別な工事等は専門業者を 

紹介）  

 

 

 

(A)随時実施   

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守

り隊 ６１名 

(役職員１９名含む) 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守 

り隊 ６１名 

(役職員１９名含む) 

 

(D)秋田市民 

(E)実施件数 

   ０件 

 

 

 

(D)相談は全国 

  建物見守り

サービス業

務は秋田市

内 

(E)相談件数 

累計５３件 

（ 継続中１ ７

件） 

（利活用含む） 

 

建物見守り 

サービス業務 

契約 

     ７件 

 

現地見守り件数  

６件 

 

１５３，５６９ 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③ 空き地所有者

への管理、利

活用サポート

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 空き家、公共

遊休施設等の

利活用サポー

ト事業 

 

 

ｱ 空き地所有者からの、土地

利活用や、相続、税金等の

相談受付を行うとともに、

住まい安心見守り隊による

空き地の土地見守りサービ

スを行う。 

（相談は無料、内容により専 

門家によるサポート） 

（空き地見守りサービス業務 

は、見守り隊への実費弁償） 

（特別な工事等は専門業者を 

紹介） 

 

 

ｱ 秋田市への移住定住や起業 

化への各種サポートをす 

る。 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守 

り隊 ６１名 

(役職員１９名含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

関連団体、企業

 

(D)相談は全国 

土地見守り

サービスは

秋田市内 

(E)相談件数  

     １件 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)相談は全国 

 空き家、施設 

は秋田市内 

(E)相談件数 

      ０ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ０ 
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⑤その他この法

人の目的を達

成するために

必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ 空き家（古民家）等を利活

用し、自然体験や遊びを通

じて秋田の田舎の良さを体

験してもらうためのプラン

を提案する。 

 

 

ｳ 空き家等を利活用し、地域

のコミュニティーの場や、

カルチャーの場としてのプ

ランを提案する。 

 

 

 

ｱ 「空き家の現状とＮＰＯの

取り組みについて」河北新

報社の取材を受ける。 

 

 

ｲ 空き家対策セミナー「～ど

うしよう？お墓と仏壇！」

を開催する。 

 

 

 

ｳ 令和５年度第１回空き家対

策市町村等連絡会議（秋田

県）へ出席する。 

 

 

 

 

ｴ 「維持？処分？空き家 悩まし

い」河北新聞に掲載される。 

 

 

 

ｵ 「ふるさと秋田再発見シリ

ーズ 秋田人物伝（相場信太

郎）ＡＫＴ秋田テレビで放

送される。 

 

 

等若干名 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

  

 

 

 

(A)５月２日 

(B)ＮＰＯ法人事務所 

(C)理事長 

 

 

(A)５月１４日 

(B)遊学舎 

(C)役職員１９名 

 

 

 

(A)６月６日 

(B)秋田県総合食品 

研究センター 

(C)理事長、副理事長 

理事１名 

 

 

(A)６月１０日 

(B)河北新報社 

(C)理事長、副理事長 

 

 

(A)６月２５日 

(B)秋田市相場邸 

(C)副理事長、事務局 

  長 

 

 

   ０件 

 

(D)全国 

(E)相談件数 

    １件 

 

 

 

 

(D)秋田市内 

(E)提案件数 

０件 

 

 

 

 

(D)東北全域 

(E)不特定多数 

    

 

 

(D)住まい安心 

見守り隊、 

秋田市民 

(E)３０名 

 

 

(D)市町村担当  

  者 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

(D)東北全域 

(E)不特定多数 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

１５７，６５５ 
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ｶ 「大雨被災者空き家窓口相

談」を設置する。 

 

 

 

ｷ 「私と市民活動をつなげる

縁結び講座」で講演する。 

 

 

 

 

ｸ もし災害にあったなら「秋

田防災ガイドブック２０２３」

を発行する。 

 

 

ｹ 秋田市空き家等対策計画

（素案）へ意見・要望書を  

提出する。  

※内容 

①空き家利活用セミナーや利 

活用者の実践体験発表等の 

開催 

②空き家見守り代行サービス 

の検討 

③空き家対策協議会の新設 

④空き家対策活動支援補助金 

の創設 

 

 

ｺ 令和５年度第２回空き家対

策市町村等連絡会議（秋田

県）へ出席する。 

 

 

 

 

※以下、各種協賛事業等の 

実施 

 

ｻ「第１回空き家所有者等無料

相談会」（秋田市）へ相談員

として出席する。 

 

 

(A)８月１日 

(B)ＮＰＯ法人事務所 

(C)副理事長 

 

 

(A)８月２６日 

(B)秋田市アルヴェ

３階 

(C)理事長 

 

 

(A)１０月１日 

(B)秋田市 

(C)役職員１９名 

 

 

(A)１月１８日 

(B)秋田市 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)１月１９日 

(B)アキタパークホ

テル 

(C)理事長、副理事 

長、理事１名 

 

 

 

 

 

(A)８月２７日 

(B)秋田市役所 

本庁舎３階 

(C)副理事長 

 

(D)秋田市民 

(E)１名 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)２０名 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)不特定多数 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)市町村担当 

  者 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)３名 
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ｼ 秋田県のＮＰＯ団体アクセ

スランキング（人気、評判、

高評価）で上位を占める。 

「アクセスランキング」 

第４位 

「お薦めしたいランキング」

第１位 

「利用したいランキング」 

  第１位 

 

 

ｽ「第２回空き家所有者等無料

相談会」（秋田市）へ相談員

として出席する。 

 

 

 

ｾ「市民活動フェスタ２０２４

参加団体紹介パネル展」へ

出展する。 

 

 

 

ｿ「市民活動フェスタ２０２

４」（秋田市中央市民サービ

スセンター）へ相談ブース

を設置する。 

 

 

ﾀ「秋田市豪雨災害被災支援情

報交換会」へ出席する。 

 

 

 

ﾁ 秋田県のＮＰＯ団体アクセ 

スランキング（人気、評判、

高評価）で上位を占める。 

「アクセスランキング」 

第２位 

「お薦めしたいランキング」 

第１位 

「利用したいランキング」 

第１位 

 

 

(A)１１月１日 

(B)なび秋田 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)２月２５日 

(B) 秋田市役所 

本庁舎３階 

(C)副理事長 

 

 

(A)３月２日 

  ～１０日 

(B)遊学舎 

(C)理事長 

 

 

(A)３月１７日 

(B)秋田拠点センタ 

ーアルヴェ１階 

(C)役員３名 

 

 

(A)３月１９日 

(B)遊学舎 

(C)副理事長 

 

 

(A)３月３１日 

(B)なび秋田 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)全国 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)３名 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)不特定多数 

 

 

 

 

(D)秋田市民 

(E)１２名 

 

 

 

(D)全国 

(E)不特定多数 
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※以下、会議等の実施 

 

ｱ 令和５年度監査会 

 

 

 

 

 

 

ｲ 令和５年度第１回理事会 

 

 

 

 

 

ｳ 令和５年度通常総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)５月９日 

(B)秋田市 

 「伊藤洋子司法書 

士事務所」 

(C)役員４名 

 

 

(A)５月１４日 

(B)秋田市 

「遊学舎」 

(C)理事１３名 

 

 

(A)５月１４日 

(B) 秋田市 

「遊学舎」 

(C)会員３４名 

 

 

                                    （合計３１１，２２４円） 

 

 

 

（２）その他の事業実施なし 
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第２号議案 令和５年度決算報告について 

 

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

1.

2.

3.

4.

1.

2.

 

 

※「消耗品費」「通信運搬費」の中の共通経費については、事業費・管理費へ各々８０％・２０％

の按分とする。

支払手数料 3,888

旅費交通費 140

消耗品費 67,212

Ⅰ 経常収益

受取会費

会費（個人） 22,000

賛助会員受取会費 0

290,000

受取助成金等

会費（役員） 48,000

会費（団体）

令和5年度活動計算書
令和5 令和6 まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

220,000

事業収益 0

0

事業収益

事業収益 84,000

84,000

その他収益

受取利息 8

8

　　経常収益計 374,008

Ⅱ 経常費用

事業費 311,224

前期繰越正味財産額 926,440

30,560

消耗品費 16,804

（1）人件費 0

（2）その他経費

52,800会議費

49,870

管理費

通信運搬費

支払手数料

旅費交通費

63,551

33,305

広告宣伝費 47,231

次期繰越正味財産額

（1）人件費 0

（2）その他経費

955,919

通信運搬費 12,473

　　経常費用計 344,529

当期正味財産増減額 29,479
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　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

貸借対照表
　 令和6 日現在 　

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

流動資産

現金預金 955,919

流動資産合計 955,919

固定資産

固定資産合計 0

資産合計 955,919

Ⅱ 負債の部

流動負債

流動負債合計 0

固定負債

固定負債合計 0

負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 926,440

当期正味財産増減額 29,479

正味財産合計 955,919

負債及び正味財産合計 955,919
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1．

　　

（1）

（2）

2.

事業① 事業② 事業⑤ 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ

1. 0 290,000 290,000

2. 0 0

3. 84,000 0 84,000 0 84,000

4. 0 8 8

0 84,000 0 84,000 290,008 374,008

Ⅱ

（1）

0 0 0 0 0 0

（2）

0 52,800 52,800 0 52,800

42,787 7,083 49,870 12,473 62,343

63,551 0 63,551 3,888 67,439

47,231 0 47,231 0 47,231

0 30,560 30,560 140 30,700

消耗品費 0 67,212 67,212 16,804 84,016

0 153,569 157,655 311,224 33,305 344,529

0 153,569 157,655 311,224 33,305 344,529

0 △ 69,569 △ 157,655 △ 227,224 256,703 29,479

事業①：居住者への住まい安心サポート事業

事業②：空き家所有者への建物管理、利活用サポート事業

事業⑤：その他この法人の目的を達成するために必要な事業

科　　目

経常収益

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

受取会費

受取助成金等

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却します。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却します。

財務諸表の注記

重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日　２０１１年１１月２０日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）
によっています。

固定資産の減価償却の方法

事業収益

その他収益

　　経常収益計

経常費用

人件費

人件費計

その他経費

会議費

通信運搬費

支払手数料

広告宣伝費

旅費交通費

その他経費計

　　経常費用計

　　　当期経常増減額
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　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

(単位：円)

科　　目　・　摘　　要 金　　額

Ⅰ 資産の部

財産目録
　 令和6 日現在 　

流動資産

現金預金

0現金
863,060

92,859

955,919

0

秋田銀行
郵貯銀行

固定資産

流動資産合計

資産合計 955,919

固定資産合計 0

流動負債

Ⅱ 負債の部

固定負債

流動負債合計 0

955,919

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産
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監 査 報 告 書 
 

 

「ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田」令和５年度業務及び財産全般について、 

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する関係書類に 

基づき監査した結果、適正に処理されていたことを認めます。 

 

 

実施年月日  令和６年４月２４日（水） 

実施場所   伊藤洋子司法書士事務所 

 

 

令和６年４月２４日 

監  事 

 

監  事 

 

 

ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田 

  理 事 長  佐々木 義 文 様 
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第３号議案 令和６年度事業計画（案）について 

令和６年度事業計画（案） 

 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田 

 

  

１ 事業実施の方針 

（１）ホームページや各種機関窓口等の利活用を図り、組織ＰＲと諸活動の普及に努める。 

 （２）「住まい安心見守り隊」の地域情報により、現状把握と課題解決を目指す。 

 （３）空き家見守りサービス事業の普及と拡充を図る。 

 （４）「空き家対策セミナー」（年２回）を開催する。 

（５）行政や他団体等との連携を図り、より総合的な事業活動を展開する。 

（６）設立１０周年記念事業を検討する。 

 （７）必要に応じて、各種助成金、補助金制度等の導入を図り、諸活動を活発化させる。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：円） 

① 居住者への住 

まい安心サポ

ート事業                 

 

・居住者、所有者等からの  

建物利活用、管理から介護、

相続、税金などの相談を総

合的に受付ける。 

（相談は無料、内容により 

  専門家によるサポート）） 

 

 

・居住者（施設入居者含む）

と別居家族とのコミュニケ

ーションを図るため、ＩＴ

活用により、顔の見えるＴ

Ｖ会話等のシステムを提案

し導入を図る。 

 

 

(A)随時実施 

(B)本法人事務所 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)希望する居住者    

宅や、入所施設     

(C)役職員１９名と

協賛ＩＴ企業 

  

 

(D)秋田市内 

(E)相談件数 

 １０件 

(目標) 

 

 

 

 

 

(D)秋田市内 

 （原則） 

(E)１件（目標） 

 

 

       

      ０ 

 

 

 

 

 

 

 

      ０ 
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② 空き家所有者 

への建物管 

理、利活用 

サポート事業          

 

 

 

 

・地域自治会等と連携し、住

まい安心見守り隊による 

空き家の現況調査を実施す

る。 

 

 

・ホームページ等を活用し、

空き家所有者からの、建物

利活用や、相続、税金等の

相談受付を行うとともに、

住まい安心見守り隊による

空き家の建物見守りサービ

スを行う。 

（相談は無料、内容により専 

門家によるサポート） 

（空き家見守りサービスは、 

見守り隊への実費弁償） 

（特別な工事等は専門業者を 

紹介）  

 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守

り隊 ６０名 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守 

り隊 ６０名 

 

(D)秋田市内 

(E)相談件数 

３件 

（目標） 

 

 

(D)相談は全国 

  建物見守り

サービス

業務は 

  秋田市内 

(E)相談件数 

  ３０件 

建物見守り

サービス業

務契約 

   ７件 

 現地見守り

件数 

   ７件 

 

 

１１３，０００ 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

③ 空き地所有者 

への管理、利

活用サポート

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き地所有者からの、土地

利活用や、相続、税金等の

相談受付を行うとともに、

住まい安心見守り隊による

空き地の土地見守りサービ

スを行う。 

（相談は無料、内容により専

門家によるサポート） 

（空き地見守りサービスは、 

見守り隊への実費弁償） 

（特別な工事等は専門業者を 

紹介） 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守

り隊 ６０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)相談は全国 

土地見守り

サービス 

業務は 

 秋田市内 

(E)２件（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 空き家、公共 

遊休施設等の

利活用サポー

ト事業 

 

 

 

 

 

 

・秋田市への移住定住や起業

化への各種サポートをす

る。 

 

 

 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

関連団体 

企業等若干名 

 

 

 

 

(D)相談は全国 

  空き家、施

設は秋田

市内 

(E)１件（目標） 

 

 

 

    

   ０ 
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・空き家（古民家）等を利活

用し、自然体験や遊びを通

じて秋田の田舎の良さを体

験してもらうためのプラン

を提案する。 

 

 

・空き家等を利活用し、地域

のコミュニティーの場や、

カルチャーの場としてのプ

ランを提案する。 

 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

関係ＮＰＯ等 

若干名 

 

 

(A)随時実施 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

  地域自治体等 

  若干名 

 

 

 

(D)全国 

(E)１件（目標） 

 

 

 

 

 

(D)秋田市内 

(E)１件（目標） 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

 

 

 

⑤ その他この法

人の目的を達

成するために

必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会員や住まい安心見守り隊

を対象に、空き家等の利活

用のための知識や技術習得

のための講習会を行う。 

 （一般市民も受講可） 

 

 

・会員や住まい安心見守り隊

の相互の情報交流のための

連絡会議を開催する。 

 

 

 

 

・空き家・空き店舗の利活用 

 支援事業として「空き家 

 見学ツアー」を開催する。 

 

 

・本法人の県北、県南地区の

活動拠点の拡充について研

究、検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)年２回 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守 

り隊 ６０名 

 

 

 

(A)年２回 

 （講習会時） 

(B)秋田市内 

(C)住まい安心見守 

り隊 ６０名 

 

 

(A)年１回 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

 

 

(A)理事会開催時 

(B)秋田市内 

(C)役職員１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)秋田市内 

(E)３０名 

一般市民や他 

のＮＰＯ等へ 

も呼び掛ける 

 

 

(D)秋田市内 

(E)３０名 

 

 

 

 

 

(D)秋田市内 

(E)２０名 

 

 

 

(D)秋田県内 

(E)１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７３，０００ 

 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

 

 

 

 

 

      ０ 

 

 

 

 

      ０ 
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※以下、会議等の実施 

 

ｱ 令和６年度監査会 

 

 

 

 

 

 

ｲ 令和６年度第１回理事会 

 

 

 

 

 

 

ｳ 令和６年度通常総会 

 

 

 

 

 

 

ｴ 令和６年度第２回理事会 

 

 

 

 

 

 

(A)４月２４日 

(B)秋田市 

 「伊藤洋子司法書 

士事務所」 

(C)役員４名 

 

 

(A)５月１２日 

(B) 秋田市 

「遊学舎」 

(C)役員、事務局員 

１９名 

 

 

(A)５月１２日 

(B) 秋田市 

「遊学舎」 

(C)正会員３３名、 

賛助会員２団体 

 

 

(A)１０～１１月 

(B)秋田市内 

(C)役員、事務局員 

１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （合計２８６，０００円） 
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第４号議案 令和６年度活動予算（案）について 

 

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

1.

2.

3.

4.

1.

2.

 

 

※「消耗品費」「通信運搬費」の中の共通経費については、事業費・管理費へ各々８０％・２０％
の按分とする。

Ⅰ 経常収益

受取会費

会費（個人） 20,000

賛助会員受取会費 0

288,000

受取助成金等

会費（役員） 48,000

会費（団体） 220,000

事業収益

令和６年度活動予算（案）
令和6 令和7 まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

0

0

事業収益

事業収益 0

0

その他収益

受取利息 0

0

　　経常収益計 288,000

Ⅱ 経常費用

事業費 286,000

（1）人件費 0

（2）その他経費

30,000諸謝金

64,000

消耗品費 96,000

80,000通信運搬費

賃借料 30,000

前期繰越正味財産額 955,919

50,000

支払手数料 20,000

消耗品費 24,000

管理費

広告宣伝費

次期繰越正味財産額

（1）人件費 0

（2）その他経費

893,919

通信運搬費 20,000

　　経常費用計 350,000

当期正味財産増減額 △ 62,000
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【役員・事務局員 名簿】 （令和5年6月1日～令和7年5月31日） 

 

                          ＮＰＯ法人 住まい安心サポート秋田  

（役 員） 

役職名 氏 名 住 所 報酬の有無 

理 事 長 
 

副理事長 
 

理  事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理   事 
 

理   事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理  事 
 

理   事 
 

監  事 
 

監  事 

佐々木 義文 
            
傳 野  正 一 

 
伊 藤  君 男 

 
岡 部  正 彦 

 
加賀谷  芳春 

 
加 藤  慎 也 

 
鎌 田  良 勝 

 
北 林  正 規 

 
小 林  武 志 

 
東海林 正博 

 
今 川  清 宣 

 
佐々木    茂 

 
藤原  久美子 

 
大 野  廣 平 

 
伊 藤  洋 子 

 
藤 原  富 男 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 
 

秋田市 

無 
 

無 
 
無 
 
無 
 
無 
 

無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 
 
無 

 
無 

 

 

     （事務局） 

事務局長 

事務局員 

事務局員 

相 場  清 人 

石 井  栄 美 

渡 辺  由 孝 

秋田市 

秋田市 

秋田市 

無 

無 

無 

 

 

（理事１４名  監事２名  事務局員３名） １９名 

 

 


